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L  はじめに 
発行済み環境報告書の 内容の調査を 実施するた 

めに， 2000 年 3 月末に，東京・ 大阪・名古屋の 

環境問題への 社会の関心の 高まりに比例して ， 各証券取引所第 1 部上場企業に 対して，環境報 

環境報告書を 発行する企業が 増加している・ 環 吉書を発行している 場合に，その 発送を依頼し 

境 庁の調査によると ，東京，大阪および 名古屋 た ．その結果， 6 月末現在で，図表 1 に見られ 

証券取引所第 1 部・第 2 部上場企業の 内， 1997 る 26 に， 218 社から報告書が 送られてきた ， 

年度以来の 3 年間に環境報告書を 発行した企業 1999 年版ないし 2000 年版であ る・これらの 中 か 

数は， 80 社， 115 社および 175 社等となっており   ら，環境報告書と 判断された 193 社のものに っ 

急速に増加している． 2000 年度は， 200 社を大 い て分析を試みた． 

幅 に上回るものと 思われる・環境報告書を 通じ 以下，大別して 三つの部分すなわち 環境報告 

ての環境情報の 公表の理由は ，社会的責任， 環 書の形式，環境報告書の 概要および環境報告書 

境 問題への取り 組みの pR, 利害関係者との コ に 関わる将来の 課題について 議論する・ 

ミュニケーションおよび 社員等への環境教育等 
2. 環境報告書の 形式 

となっている 1). 

3 取引所への上場企業数は ， 1999 年度では (1 ) 調査の概要 

2,441 社 ( 第 1 部および第 2 部上場企業合計 ) 先述した よ うに， 2000 年 3 月末に，東京・ 大 

であ るから，環境報告書発行企業数は 1 割弱で 阪 ・名古屋の各証券取引所第 1 部上場企業 1433 

あ る． しかしながら ，既に相当数の 企業が ，自 社 (1999 年 12 月末現在 ) を対象に，既発行の 最 

主 的に，社会的関心事であ る環境問題への 対応 新の環境報告書の 送付を依頼した． 6 月末まで 

に関わる情報を 報告書の形で 公表していること ， に 218 社 よ り報告書が届けられた．これらの 報 

そして公表企業数の 増加が仝後も 見込まれるこ 吉書の 内 ， 5 頁以上のものについて ，下記の基 

とは，公害問題への 高い関心を呼んだ 昭和 40 年 

代には見られなかったことであ り，企業活動の 
公表に関して ，わが国の産業界が ， 新たなる一 

歩を踏み出したものと 高く評価している． 

現在発行されている 各社の環境報告書は ，そ 

れらが自主的に 作成されているために ，内容が 

各社によって 異なり，多様なものとなっている． 

そこで，筆者の 研究室 ( 生態会計研究室 ) では， 

単 により，環境報告書と 判断されたのは 197 社 

のものであ った． これらの中に ， 2 グループ， 

6 社がグループで 作成された同一の 環境報告書 

をそれぞれ送付してきたので ，実質的には 2 グ 

ループにっき 各 1 冊の環境報告書を 調査するこ 

とにし， 197 社から 4 社分を差し引いた 193 社を 

調査対象とした ( 図表 7 参照 ). 193 社中，冊子 

に よ るもの 180 社，ホームページ (HP) のみに 
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図表 1  調査対象企業数と 回答企業数 

調査対象企業数 回答企業数 環境報告書作成企業数 その他報告書作成企業数 

1433 社 218 社 197 社 2U ネ土 

環境報告書を 掲載している 企業が m3 社あ った． 

以下では， 193 社分の環境報告書について ， 

形式および内容の 分析を行う． 

環境報告書の 判定基準 

a) 環境方針 ( あ るいは理念，基本姿勢， 宣 

高等 ) の記載，および 

b) 環境目的・目標あ るいは取り組みに 関す 

る定性的・定量的情報の 記載の双方ない 

しいずれか一方 

(2) 環境報告書の 形式 

まず，本稿で 環境報告書と 判断した報告書の 

名称であ るが，図表 2 に示されているように ， 

- ヒ 位の三つの名称で 全体の約 2 ノ， 3 を占めてい 

る．化学会社を 中心に「レスポンシブル・ケア」 

あ るいは「レスポンシブル ，ケア報告書」等， 

レスポンシブル・ケアを 冠した名称を 使用して 

いる企業がかなり 多 い ことに興味がもたれる ， 

以後， 1g.T 社の報告書を ，総称して環境報告書 

と 呼ぶことにする   

図表 2  環境関連報告書の 名称 

次ぎに，文末に 添付されている 図表 7 「環境 

報告書主要記載事項調査一覧表」の「形式項目」 

を検討する．図表 7 上の各項目は ，環境監査研 

究会・バルディーズ 研究会編『環境報告書ベン 

チマーク (1998 年Ⅱ " および Global 

Reporting  InitiatiVe (GRI) の『持続可能性報 

告のガイドライⅡ " ( 以下，『 GRI ガイドライ 

" Ⅱ ) の内容を参考として 選択した． 

最初の項目は ，「報告書の 頁 数 」であ る． 193 

社の環境報告書の 平均負数は 24.2 頁であ り，製 

造業 138 社の平均は 22.7 頁，非製造業 55 社の平 

均は 27.8 頁となっている．多様な 環境保全活動 

に取り組んでいる 製造業の平均真教 が ，非製造 

業のそれを下回っていることに 若干意外な感じ 

もする．非製造業に 属する企業数が 相対的に少 

ないことと，その 中で，後述するように 業種と 

してかなり厚い 環境報告書を 発行している 電 

気・ガス業の 占める割合が 高いためと推察され 

る ・ 

5 社以上の発行企業数を 持つ業種 ( 以下，積 

極的業種と呼ぶ ) を取り上げ，それらの 環境報 

告書の平均質数を 見ると，電気，ガス 業 (13 ネ 仝 ) 

1. 環境報告書 (84 社 )   

n4@ 環境レポート (23 社 )   

3.  レスポンシブル・ケア ( 報告書 ) (m3 社 )   

4. 環境保護 ( 保全 ) 活動報告書 (7 社 )   

5. エコ・レポート (6 社 )   

6. 環境活動報告書 (4 社 )   

7. 環境活動レポート (3 社 )   

7.  環境アニュア ル レポート (3 社 )   

7.  環境行動レポート (3 社 )   

10 ． 環境マネジメントレポート (2 ネま )   

10 ． 環境・安全レポート (2 社 )   

10 ． 環境・安全報告書 (2 社 )   

10 ， 環境活動報告 (2 社 )   

10 ． 環境保全への 取り組み (2 社 )   

巧 ． その他の名称の 報告書 (37 社 ) 

の 43.7 頁および輸送用機器 業 (13 社 ) の 36.5 頁 

が平均をかなり 上回って多い 負数となっている． 

他方，非鉄金属 業 (6 社 ) の 13.2 頁および卸売 

業 (6 社 ) の 14.8 頁が少ない方の 業種といえる． 

図表 3 を見ると， 15 ～ 19 頁の環境報告書発行 

している企業数が 41 社で最も多く ， 次いで 10 ～ 

14 頁および 20 一 24 頁の企業数がそれぞれ 36 社と 

なっている． これらの 3 グループで過半数を 占 

めている．全体としては ， 24 頁以下の環境報告 

書を発行している 企業が大多数といえる． 

環境報告書の 頁 数 が多い上位 5 社は，東京電 

力 (1999 年版， 152 頁 ), トヨタ自動車 (1999 年 

版， 100 頁Ⅰ，キリンビール (1999 年版， 75 頁 ), 

中部電力 (1999 年版， 73 頁 ) および日産自動車 
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(1999 年版， 63 頁 ) 等であ る・これらの 5 社の 

内 ，キリンビー ルを 除く 4 社は，環境報告書の 

頁 数 が多い業界として 紹介した電気・ガス 業お 

よび輸送用機器 業 に属している． 

環境報告書の 読者からの「照会方法」は ，大 
別して 2 種あ る．電話・ FAX とホームページで 

あ る．「電話・ FAX 番号」を記載している 企業 

数は 90% を超えている．また ，「担当部署」の 

記載もほぼ同程度の 割合を占めていることから ， 

企業が利害関係者とのコミュニケーションを 意 

識していることが 推察され得る． しかしながら ， 

「担当者名」まで 記載した企業数はわずかに 10 

社， 5% に過ぎない．電話によるコミュニケー 

、 ンョン を行 う 場合，外部の 利害関係者との 1 回 

限りの対話であ れば問題はないであ ろうが，同 

一利害関係者から 複数 囲 の間 ぃ 合わせがあ り   

か つ 担当部署の係員も 複数 ぃ 6 場合には，たら 

り回しなどの 問題が生ずる 可能性があ る． この 

ようなケースが 生じないような 措置を講じてお 

く必要があ ろう． 

「ホームページアドレス」の 記載は，現在の 

ところ，「電話・ FAX 番号」より少ないが ， 将 

来 ，冊子としての 環境報告書とホームページ 上 

の環境報告書の 使い分けが考えられ ，今後，増 

加していくものと 思われる． 

44 社が「アンケート 調査 票 」を環境報告書に 

添付している．この 調査票は外部の 利害関係者 

との コミュニケーションの 有力な手段であ る． 

環境報告書の 自主的作成・ 公表が漸次普及し 始 

めたばかりであ ることから， この票の添付によ 

り，利害関係者であ る読者が誰であ るのか，そ 

して彼らが環境報告書に 何を期待しているか 等 

を ，作成者側の 企業が把握しようとしている 意 

図が読み取れる・ 筆者の印象では ， 2000 年度に 

入って作成された 環境報告書には ，より高い比 

率でアンケート 調査票が添付されているように 

思われる．回収されたアンケート 調査票の分析 

に よ り，環境報告書の 改善が進むことを 期待し 

たり・ 

3. 環境報告書の 概要 

環境報告書の 内容については ，基本的項目， 

環境方針・目標・ 計画，環境マネジメントおよ 

び環境パフォーマンスの 状況等の 4 部に分けて 

検討する。 ， ． 

(1 ) 基本的項目 

「 CEO の緒言・序文・ ご 挨拶」，「会社概要」 

および「対象期間・ 範囲・発行日」等の 項目か 

らなる． 

「 CEO の緒言・序文・ ご 挨拶」は ， 概して環 

境報告書の冒頭部分に 掲載されている 会長ない 

し社長の挨拶部分であ る．特定の目的・ 目標を 

掲げ，それらの 達成の約束があ れば「具体的 約 

束 あ り」とし特に 約束に触れず ，過年度にお 

ける環境保全活動の 実績の表明や 環境報告書の 

作成に関わる 単なる挨拶等に 終始している 場合 

は「挨拶のみ」とした． これらの内訳項目を 合 

算した数値は ，全産業では 162 社， 83.9% であ 

り，基本的項目の 中では一番高い 割合になって 

いる． しかしながら ，「具体的約束あ り」すな 

わち将来の誓約事項 (commitment) となると   

m7 社， 14.0% に過ぎない．この 26 な 中で，電 

気機器 業 および輸送用機器 業 中の 5 社が誓約事 

項を含めていることが 目を引く．環境問題への 

企業の姿勢を ，企業の最高幹部 (CEO) が積極 

的に呈示することが 望まれるという 視点から， 

挨拶 丈 には，より多くの 企業が，誓約事項を 含 

めることが求められる． 

「会社概要」では ，企業の規模および 企業の 

活動内容すなわち 提供する製品やサービスを 示 

す項目を取り 上げた・規模を 示す項目として ， 
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「資本金」，「売上高」および「従業員数」を 調 

べた・これらの 項目以外に，総資産額，利益 額 ， 

製品・サービスの 生産量・販売 量 等も考えられ 

る・対象とした 3 項目についてみると ，全産業 

では，資本金，従業員，売上高の 順になって ぃ 

る ・ また，業種による 際だった変化も 見られな 

い・ いずれの項目も ， 基本的項目ゆえに   

「 CE0 の緒言」等と 共に， 100% に近い記載が 望 

まれる． 

「主たる取扱い 製品・サービス」は ，「会社 

概要」 4 項目 中 ，最も低い記載率であ る．電 

気・ガス業を 除く，非製造業が ， 概して低い比 

率となっている・ 企業名のみではその 活動内容 

が明確には推測できないケースが 昨今増えてお 

り ，企業の特徴を 明らかにするためには ，「主 

たる取扱い製品・サービス」の 記載は欠かせな 

い，今後，一層多くの 企業がこの項目の 記載を 

することを期待したひ． 

「対象期間・ 範囲・発行日」であ るが，まず， 

対象期間は，財務報告書における 会計期間に相 

当し，環境報告書に 記載される環境保全活動の 

状況やその他記載の 対象とする事項を 選択する 

ための期間を 意味する． また，対象範囲は ，環 

境 報告書が，そのために 作成される組織の 範囲 

すなわちグループ 全体 ( 連結実体 ), 1 企業全 

体あ るいはその 1 事業所等を指す．産業全体と 

して，製造業および 非製造業を問わず ， 80% 前 

後の企業がこれらの 情報を公表している．期間， 

範囲および発行日のいずれかの 小項目があ れば， 

「対象期間・ 範囲・発行日」の 記載がされてい 

るという処理をしたので ， 3 小項目の全てがそ 

ろっている環境報告書の 比率は， 80% よ りかな 

り低 い 可能性があ る．基本的項目であ ることか 

ら ，この比率は 80% でも低いといえよう．将来 

的には 100% に達することが 望まれる   

(2) 環境保全に関する 方針・目標。 計画 

「環境方針・ 理念・基本姿勢・ 憲章」，「環境 

目的・目標」，「行動計画」および「環境負荷の 

全体像」等の 項目について 検討する． 「環境 方 

針 」についでは ，実践上，理念，基本姿勢，憲 

章等の用語と 代替的に用いられたり ，あ るいは 

「環境方針」とともに 同時に用いられたりして 

いる，「環境方針」以覚の 用語が使用されてい 

る場合でも，環境保全に 関する企業の 基本的経 

宮方針が述べられていれば ，「環境方針」は 示 

されていると 判断した．会社がこれを 記載して 

いる． 

「環境目的・ 目標」および「行動計画」を 明 

示している企業は ，全産業では 60% 程度であ る． 

予想された程には 高くな い ・後述する よう に， 

認証の有無に 関わらず，環境マネジメントジス 

テムを構築している 企業は 90% を超えているこ 

とを念頭に置くと ，これらの企業では ，環境 方 

針 に基づいて目的・ 目標が設定され ，かっ行動 

計画も策定されていると 思われることから ，多 

くの上場企業に 先駆け，自主的に 環境報告書を 

公表している 趣旨から推して ，「環境目的・ 目 

標 」および「行動計画」を 公表する企業の 比率 

はもっと高くてもよいと 考えられる．先述した 

積極的業種においては ，「環境目的・ 目標」で 

は電気機器 業が 79.3%, 「行動計画」では 機械 

業が 87.5% および輸送用機器 業が 84.6% と，高 

い 比率となっている． 

「環境負荷の 全体像」は，環境目的・ 目標を 

含めて，企業による 環境保全活動への 取り組み 

の総括的データの 呈示を意味する．全産業で 31 

社， 16.1% という低い比率であ る．概して， 各 

種の環境保全活動に 関わる各種のデータは ，環 

境報告書の各所に 分散して示されている．企業 

の 環境保全活動の 全体像の把握を 容易にするた 

めに，各種のデータを 総括的に一覧表示するこ 

とは，読者であ る利害関係者に 欠かせないと 考 

えられることから ，この項目の 記載率の向上を 

期待したひ． 

(3) 環境マネ 、 ジメントに関する 状況 

ここでは，図表 7 の諸項目 中 ，・これまでに 検 

討していない 項目から「物量情報の 記載」およ 

び「財務情報の 記載」を除く 諸項目を取り 上げ 



環境報告書の 現状と課題 ( 河野正男 ) (  241  )  21 

る ．項目敏が多 い ので， い く っ かに小区分して 会社への指導・ 支援・要求等が 必要になる場合 

検討する。 ， ・ が 出てくる，まずは ，自己の活動に 目を向ける 

①環境マネジメントシステムの 状況 必要があ ることから，この 項目の比率の 約 30% 

この小区分には ，「環境マネジメントシステ が 高 いか 低 いか 判断しかねるが ，一般的には ， 

ム 」，「環境保全体制・ 組織」，「従業員の 教育・ 高いほうが望ましいといえよう・ 電気・ガス業 

啓蒙」，「取引先・ 関係会社への 指導，支援・ 要 が 69.2% と最も高い比率となっているが ， この 

求 」および「オフィス・ 間接部門の取組」の 5 ことが，この 項目に関しては ，製造業に比して 

項目が含まれる． 非製造業の高い 上 ヒ 率を支えているといえる・ 

「環境マネジメントシステム」は ，構築され 「オフィス・ 間接部門の取組」は ， 主として 

た 環境マネジメントシステム (EMS) の認証の 本社オフィスや 工場の管理部門等での 省資源・ 

有無を問わない 場合，全産業で 94.3% の高率で 省エネルギ一等の 取り組みを意味する・ 予想さ 

あ る．認証されていない EMS については， P . れぅるよ うに，非製造業の 比率が製造業のそれ 

D . C . A サイクルや環境監査等の 記述により   を 20 ポイント上回る 74.5% の高率であ る・その 

その有無の判断をした． 83.9% の企業が 中で ， 他の積極的業種と 比較しても，電気・ ガ 

IS01400K の認証取得事業所を 保有しているこ ス 業の 92.3% は ， 抜きん出て高いといえる・ 

とは，環境報告書を 作成，公表している 企業の ②環境に配慮した 製品・サービスとその 研究開 

特徴といってもよい．これらの 企業は，わが 国 発の状況 

の 産業の環境保全活動面で ， トップランナー と 「環境に配慮した 製品・サービス」について 

言えよ       は 全産業中 154 社， 79.8% の企業が触れている． 

「環境保全体制・ 組織」は， 91.2% の企業が この項目の性格から 推して，製造業が ，非製造 

公表している． EMS の全体像を明らかにする 上 業を 15.0 ポイント上回っていることは 首肯 し得 

で 重要な情報であ り，首肯しうる 数値が示され るところであ る．非製造業中，小売業が m2 社中 

ている・ l(W 社 ，電気・ガス 業が m3 社中 10 社，この項目を 

「従業員の教育・ 啓蒙」は，全産業では 取り上げている 点に興味が引かれる． これらの 

68.9% と ，前 2 項目に比べると 20 ポイント はど 業種が他の業種に 比較して，消費者との 関係が 

低い割合となっている． EMS の運営において ， よ り密接であ ることに よ るためであ ろう． 

従業員の参加，協力は 欠かせない要因であ るこ 「研究開発」は ，全産業では 71.1% と「環境 

とから，従業員に 対していかなる 教育を行って に 配慮した製品・サービス」より 若干低い． し 

い るかを知らせる 情報は重要と 判断される． こ かしこの比率の 高さは，環境保全活動における 

の 項目の比率の 上昇を期待したり．機械 業 ， 輸 研究開発活動の 重要性を示唆しているといえよ 

送月 機器 業 ，電気・ガス 業等の業界では 80% 超       積極的業種の 中では，輸送用機器 業 100%, 

の 高い比率になっている． 電気・ガス業 92.3%, 電気機器 業 89.7%, 建設 

「取引先・関係会社への 指導・支援・ 要求」 業 84.6% 等が 80% 超と高率を示している ， 

は ，全産業では 32.1% であ る．環境保全活動は ， ③グリーン調達の 状況 

1 工場あ るいは事業所， さらには 1 企業全体で 「バリーン調達」は ，環境に配慮した 製品や 

完結するとは 限らない．各種の 製品は ，い く っ サービスの調達を 指す．全産業では 40.4% であ 

かの企業を経て 消費者の手に 渡り，そして 企業 る ．非製造業が 製造業 よ り 5 ポイントほど 高 い 

に 戻ってくるか ，あ るいは最終処分される ， そ 43.6% となっている・ 決定的差異ではないが ， 

こで，企業の 環境保全活動の 質を高めるために ， 非製造業において ，グリーン調達が 主要な環境 

自己の活動の 向上のみではなく ，取引先・関係 保全活動となっていることを 想像させる．積極 
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的 業種の中で，小売業が 最も高く 66.7% であ る． 

・④コミュニケーションの 状況 

「コミュニケーションの 状況」では，自社主 

催の環境セミナコフォーラム ，シンポジウム ， 

展示会等の他，アンケート 調査 票 その他による 

利害関係者からの 意見等を取り 上げた．全産業 

では， 31.1% であ る・非製造業がこの 比率より 

10 ポイントほど 高い 41.8% で，製造業の 26.8% 

を凌駕している．産業の 性格が反映されている 

ように思われる． 

「覚部からの 評価」は，全産業では 42.5% に 

達している．製造業が 非製造業より 18 ポイント 

ほど高い 47.8% となっている．ほぼ 半分の企業 

がこの項目を 公表している．製造業に 属する 企 

業が ，その環境保全活動の 成果に対する 外部の 

評価に高い関心を 寄せている状況が 汲み取れる． 

⑤法規制遵守の 状況 

「法規制遵守」は ，全産業では ， 36.8% と ， 

意外に低率であ る．規制を満たすことは 当然と 

考えているために ，敢えて記載していない 選択 

をしているのであ ろうか・環境保全に 当たり   

法規制の遵守は 当然の行為であ るの え ，この項 

目は基本的項目にも 相当するものといえる． 自 

已 に不利な情報であ る違反，罰金，事故および 

苦情等も含めて ， もっと多くの 企業が法規性遵 

守についての 情報を公表することが 望まれる． 

最近，その制度が 導入された「 PRTR 」の状 

況について調べてみた．全産業では ，「法規制 

遵守」よりも 6 ポイントほど 高い 43.0% の企業 

が取り上げている．申でも 製造業では，「法規 

制遵守」の比率を 14.4 ポイントも上回る 57.2% 

に達している．積極的業種の 中で，非鉄金属 業 

が 100%, 化学業が 82.8%, 電気機器 業が 75.9% 

となっている． これらの 3 業種で，製造業のほ 

ぼ 2, 3 を占めている． 

⑥社会貢献の 状況 

「社会貢献」は ， 自己の事業活動と 直接的に 

関係のない社会活動，たとえば 地域住民の環境 

保全活動への 人的・資金的支援，環境保全を 行 

う団体等への 寄付や人的支援等についての 情報 

の 公表を意味する・ 産業全体では 81.9% と高い 

割合となっている・ 非製造業の方が 製造業を 

5.1 ポイント凌駕する 85.5% を記録している．積 

極的業界では ，鉄鋼業，電気・ガス 業および小 

売業 0100% が目を引く・これらに 輸送機器 業 

92.3%, 電気機器 業 86.2%, 非鉄金属 業 および 

卸売業 83.3% が続いている． 

(4) 環境パフォーマンスに 関する状況 

企業の環境保全活動の 成果ないし実績すなわ 

ち環境パフォーマンスは ，物量，金額あ るいは 

文章等で表現できるが ，本調査では ，物量と金 

額に よ る表現に限って 取り上げた． 

①物量情報の 記載 

何らかの形で 物量情報を記載している 企業数 

は 176 社， 91.2% であ る．「環境方針・ 理念・基 

本姿勢・憲章」の 100%, 「電話・ FAX 番号」の 

91.7% に継ぐ高率であ る．環境保全活動が ，企 

業 活動に伴って 発生する環境負荷物質の 抑制お 

よび防止のために 行われることを 考慮すると， 

環境負荷物質に 関わる物量情報の 公表が高い割 

合を示すことは 当然のことであ ろう．むしろ ， 

100% に達していてもおかしくないといえる． 

製造業と非製造業を 比較すると，双者が 後者 

を 5.5 ポイント上回る 92.8% になっている．種類 

および量の双方で 多くの環境負荷物質を 排出し 

ている製造業の 比率が高いのは 当然のことで ， 

100% に近似する比率が 期待されるところであ 

る ．積極的業種では ，繊維 業 ，化学業，鉄鋼業， 

非鉄金属 業 ，電気，ガス 業等が 100% となって 

いる． 

②財務情報の 記載 

「財務情報の 記載」については ，図表 7 に基 

づく 「全体の動向」と 図表 4 に基づく 「内訳分 

析」に分けて 検討する． 

a) 全体の動向 

全産業中の 51.3%, すなわち過半の 企業が 財 

務 情報を公表している．製造業が 86 社， 62.3% 

と ，非製造業の 13 社， 23.6% を 数 および比率の 

双方で凌駕している． この差異は，環境保全 店 
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動への関心の 高さおよびこの 活動へ投入された 

経済的資源の 大きさ等に よ るものであ ろ       

積極的業種では ，鉄鋼業の 100% を筆頭に ， 

輸送用機器菜の 84.6%, 繊維 業 083.3% 等の業 

種 が高い比率を 示している・ 企業数では，化学 

菜の 19 社，電気機器菜の m7 社および輸送用機器 

業 11 社等が上位を 占めている・ 公表企業数は 少 

ないが，卸売業，小売業および 証券・商品先物 

取引業等でも ，財務情報を 公表する企業が 出て 

いることに関心が 寄せられる．これらの 業種に 

おける公表企業数の 増加を期待したい・ 

b) 内訳分析 

図表 4 は， a) の「全体の動向」で 取り上げ 

た 99 社 (2 グループ， 4 社の重複分の 環境報告 

書を含めると 103 社 ) の環境関連の 投資額およ 

び 当期費用いわゆる 環境保全コストに 関わる内 

訳 明細であ る， 

図表 420 ，財務情報を 公表している 企業に 

ついて，公表された 財務情報の内容の 概要が分 

かる．すなわち ，投資額のみを 公表している 企 

業が 36 社 ( 記号 1), 費用 額 のみを公表してい 

る企業が 11 社 ( 記号 E, F および H), 投資額 

および費用額の 双方を公表している 企業は 52 社 

( 記号 A, B, C および D) 6) であ る・ 

さらに，環境保全コスト 以外に，環境保全対 

策 に伴う経済効果を 公表している 企業が 26 社 

( 記号 A, C, E および F) あ り， また環境保 

全コストに関連付けて ，物量で把握した 環境保 

全活動の効果すなわち 環境保全効果を 公表して 

いる企業が m3 社 ( 記号 A, B および E) あ るこ 

とが分かる．環境保全コスト ，環境保全効果お 

よび経済効果の 全てを関連付けて 公表している 

企業は 9 社 ( 記号 A) であ る． 

ところで，当期費用としての 環境保全コスト 

を 把握するには ，投資額のみの 把握とは異なり   

相応の情報収集システムないし 会計、 ンステムを 

構築する必要があ る．つまり，環境関連の 当期 

費用を公表している 企業は，一応，体系的に 環 

境会計を実施しているとみることができる． そ 

れゆえ， a) の「全体の動向」は ， " 環境会計 

実施の動向 " とは必ずしも 一致しない点に 注意 

を要する．例えば ，「全体の動向」では ，鉄鋼 

業は 100% の企業が財務情報を 公表していると 

したが，図表 4 を見ると， 6 社中 5 社は投資額 

のみを公表していることが 分かる・そこで ， こ 

の 業種では，大半の 企業が未だ組織的には 環境 

会計を実施していないものと 推察されるのであ 

る ． 

環境庁に よ る『環境会計ガイドライン』， ) 

に 準拠して，環境保全コスト 情報を公表してい 

る企業が 35 社あ る．当期費用の 公表をしている 

企業すなわち 環境会計実施企業が 63 社であ るか 

ら，これらの 企業のうち半数以上の 企業が『環 

境会計ガイドライⅡに 従っていることになる・ 

準拠するか否かは 企業の選択によるものであ る 

が，『環境会計ガイドライン』はかなり 大きな 

影響力をもっているといえよう． 

財務情報の公表とは 異なる情報であ るが， 99 

社中，『 GRT ガイドライⅡおよび『レスポン 

、 ンブル・ケア 基準』的に準拠して 環境報告書 

を作成している 企業が，それぞれ 4 社および 17 

社あ ることが示されている． 

図表 4 には， 1S014001 認証取得事業所を 保 

有する企業の 情報も示されている．財務情報を 

公表している 大半の企業が ，この種の事業所を 

保有していることを 示している．図表 4 に掲載 

されている企業は ，環境保全活動面で ，一段と 

進んだ取り組みをしている 企業と見ることが 出 

来る． 

(5) 第三者意見・ 検証 

環境報告書を 公表する企業数が 増加するにつ 

れて，環境報告書の 内容の信頼性を 保証する仕 

組みに関心が 寄せられるようになった． 1999 年 

11 月に，環境庁から『環境報告の 促進方策に関 

する検討会 報吉書』 ( 筆者，検討会座長 ) が 

発表された．この 報告書では，次ぎのような 仕 

組みが紹介されている． 

①双方向のコミュニケーション 手段 ( 例えば， 

電話， FAX あ るいはアンケート 調査 票等 ) 
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図表 4  環境保全コスト 開示企業一覧表 
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の 確保 

②中立的に定められた 基準 ( 例えば， GRT ガ 

イドライン や 環境庁・環境報告書作成ガイ 

ドライン等 ) に則った作成 

③厳格な内部管理 ( 例えば， 1S014001 に 基 

づく環境マネジメント ) の実施とその 公表 

④第三者レビュー 

これらのうち ，第三者レビューは ，環境報告 

書について，その 内容の正確， 性 ，網羅性等に 関 

する中立的・ 独立的な第三者による 検証や第三 

者意見表明等を 指している ". 本調査において 

も，この種の 第三者レビューを 念頭において ， 

「第姉者意見・ 検証」について ，環境報告書を 

調べた． 

図表 7 によると，全産業では 18 社， 9.3% が 

第二者意見書ないし 検証書等を添付していた． 

この 18 社中，非製造業がⅠ 2 社 と ，過半を占めて 

いる．申でも ，小売業の 7 社が目を引く．非興 

遺業の方が，第三者意見・ 検証の割合が 高 い理 

の 審査 ( 実際に行われている 環境対策の内 

容 ( 環境パフォーマンス ) について，その 

適切性を審査し ，見解を第三者意見として 

表明する ) 

④規則等の「要求事項の 遵守状況」の 審査 

( 実際に行われている 環境対策について ， 

環境規制 X はその他の要求事項 ( 産業界の 

自主的行動計画等 ) の遵守状況を 審査し， 

確認する ) 

図表 5 に， 18 社の第三者意見書 ( ないし検証 

書 ) の類型別内訳を 示した．同一意見書に 複数 

の類型に属する 意見が表明されている 場合には， 

それぞれを 1 類型と数えたので ，各類型の合計 

は 18 社を超えている．つまり ， 18 社の第三者意 

品書では，必ずしも 上述された 4 種の類型に整 

然と区分されておらず ， ニ， 三の類型の組み 合 

わせの形をとっているといえる． 

図表 5  18 社の第三者意見書の 類型別内訳 

第三者意見書の 類型 意見表明敏 

情報の正確性 7 

報告内容の網羅性 1 

対策内容の適切， 性 12 

要求事項の遵守状況 O Ⅰ 

由は定かではない．非製造業に 属する企業が 消 

費者や地域住民等の 利害関係者との 直接的接触 

の機会が多く ，利害関係者へ 提供される環境報 

告書という「製品」の 品質に，製造業に 属する 

企業より配慮が 高いということであ ろうか． こ 

の視点に立つと ，製造業の中で ，食品 業は 3 社 

と 最も多くの企業が「第姉者意見・ 検証」をし 

ていることに 納得が い くところであ る． 

「第姉者意見・ 検証」の内容であ るが，先に 

紹介した『環境報告の 促進方策に関する 検討会 

報告書』では ，下記の 4 種の類型を紹介して ぃ 

る ". 

①環境報告書に 記載された「情報の 正確性」 

の審査 ( 環境報告書に 記載された環境情報 

等について，その 正確性を審査し ，保証す 

る " Ⅰ 

②環境報告書の「報告内容の 網羅性」の審査 

( 環境報告書の 報告内容について ，環境保 

全上の重要な 事項が適切に 盛り込まれてい 

るか等について 審査し，保証する ) 

③実際に行われている「対策内容の 適切性」 

2000 年度に発行された 環境報告書を 見た印象 

では，本調査の 場合よりも， もっと高い割合で 

第三者意見書や 検証書等を添付している 企業が 

あ るように思われる．今後の 動向が注目される． 

4. 将来の課題 

環境報告書を 作成，公表している 企業数は， 

現在，上場企業では 1 割程度と見られ ，相対的 

にはかなり低い 比率とかえる． しかしながら ， 

絶対数では 200 社以上の上場企業が ， さらに井 

上場企業を含めると 300 社程度の企業が ，環境 

報告書を公表していると 見られる ". 将来的に 

は， さらに増加することが 見込まれる・ 

環境報告書の 読者の視点に 立ち，多様な 内容 

の 環境報告書を 見るとき，特に 同一業種で複数 



環境報告書の 現状と課題 ( 河野正男 ) (247)  27 

の 企業が環境報告書を 公表している 場合，それ 

らの内容の比較可能性に 関心が寄せられる・ 図 

表 7 に見られるように ，化学業，電気機器 業 ， 

食料品 業 ，輸送用機器 業 ，建設業，電気・ガス 

業および小売業等ではそれぞれ m0 社を越す企業 

が 既に環境報告書を 発行している． 

企業外部の利害関係者が 環境報告書を 見て ， 

何らかの意思決定を 行うためには ，関心を持っ 

た特定企業の 過去の実績と 現在の実績の 比較が ， 

また，同業他社との 実績の比較が 必要とされる・ 

現在のところ ，企業は，自主的に 創意を凝らし 

て環境報告書を 作成している 段階にあ り，特定 

企業の時系列比較も 十分には出来ない 状況にあ 

る．まして，企業間比較はかなり 難しいと い え 

ょ、   

先述した よう に，環境報告書を 公表する企業 

数の増加が見込まれる 今日，比較可能な 環境報 

告書の作成について 検討しておく 必要があ る． 

環境報告書の 比較可能性は ，環境報告書を ， 

特定の作成基準に 従って作成することによって 

達成される．環境報告書を 作成する企業数が 増 

加しているとはいえ ，未だ大多数の 企業が作成， 

公表していない 時点で，環境報告書の 作成基準 

を 制定することは 時期尚早の感は 否めない．環 

境報告書に関して ，十分な知見が 得られている 

とはいえないからであ る．当面は，関係団体等 

が策定した環境報告書の 作成指針あ るいはガイ 

ドライン ( 以下，ガイドライン ) に依拠して 環 

境 報告書を作成し ，知見を積む 必要があ ろう． 

わが国より早 い 時期から環境報告書の 作成， 

公表が試みられている 欧米では，既に ，環境報 
告書作成のためのガイドラインがいく っか 発表 

されている．すなわち ， CERES  (Coalitionfor 

Environment8@@   Responsi   le@Economi   s) ， PERI 

(Public@Environmental@Reporting@Initiative) ， UNEP 

(U Ⅱ     ted@Nations@Envionment@Programme),@WICE 

(World@Industry@Council@for@the@Environment) ， 

GRI 等の団体から 発表されている ， 2,. わが国で 

は，環境庁が ， 1997 年に『環境報告書作成ガイ 

ドライン』を 発表している 13,. これらのガイド 

ラインのうち ， 帖 RI ガイドラインⅡが 注目さ 

れる． 

帖 Rl ガイドライ刈 は，世界的規模での 環 

境報告書のディファクト・スタンダードを 目指 

して策定された ，。 ，． 1999 年 3 月にその「公開草 

案」が発表され ，意見聴取を 行った後， 2000 年 

6 月に，成案が 出された・ しかしながら ，環境 

報告書の普及に 応じての知見を 取り入れての 改 

訂に備えて「 2000 年 6 月版」とされている．図 

表 4 に見られるように ，わが国でも ，既に，こ 

のガイドライン ( 「公開草案」 ) に沿って環境 報 

吉書を作成している 企業が見られる．『 GRI ガ 

イドライⅡの 将来性を見込んでのことと 思わ 

れる． 

2000 年 9 月に設置された 環境報告書作成ガ イ 

ドライン改訂検討会 ( 筆者，座長 ) は，先述し 

た環境庁の『環境報告書作成ガイドライン』の 

改訂作業に着手し ， 11 月 21 日に，その「公開 草 

案 」を発表した．発表に 当たって出された 

坤 環境報告書ガイドライン ( 公開草案 川 に対 

する意見募集について ( お知らせ )" では，今 

回の改訂の理由の 一つとして，『 GRD ガイドラ 

イ Ⅱの発行をあ げている． 

に RI ガイドライⅡがディファクト・スタ 

、 ノダ一 ド になるか否か 定かではない．現在のと 

ころ，競合するガイドラインの 一つであ る． 企 

業 活動の国際化が 進んで い ることに鑑み ，将来， 

世界的規模で ， 環境報告書作成の 基準 

(standard) が制定されることが 予見される． 

2001 年の ISO/TC207 総会 ( クアラルンプール 

総会 ) において，スウェーデン 代表から，環境 

報告に関する 新たな検討項目の 提案 (NWIP) 

が提案されることになっている．その 動向が注 

目される 15). 

環境報告書の 内容の比較可能性に 関わって考 

慮すべきもう 一つの課題は ，環境報告書の 内容 

の信頼性を保証する 仕組みであ る． 4 種の仕 組 

みがあ ることを前節で 紹介した．それらの 内 ， 

環境報告書の 読み手としての 外部の利害関係者 

にとって，「第姉者レビュー」が 最も望ましい 
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仕組みといえる ，『 GRI ガイドライン』におい 

ても， " 検証 (verificatjon)" という語句を 使用 

し，「第姉者レビュー」の 必要性を説いている ",, 

わが国では，前節で 紹介したように ，第 1 部上 

場 企業で「第姉者レビュー」を 実施した企業が 

18 社あ り，今後増加が 見込まれる状況にあ る． 

しかしながら ，現段階では ，「第姉者レビュー」 

資格を持つ審査者がレビューを 実施している 場 

合は，それぞれを 別途に数え，他方，同一の 資 

格をもっ複数の 審査実施者のレビューは 1 名と 

して作表した・このような 訳で，図表 6 の合計 

数は， 18 社に一致していない． 

図表 6  18 社の第三者レビュ 一実施者別内訳 

にはひくつか 問題があ る． 

先に引用した『環境報告の 促進方策に関する 

検討会 報告書』では ，次ぎの 4 種の問題点を 

指摘している ". 

①審査の意義・ 内容や保証の 程度についての 

期待の差異 

②コストとべネフィット 

第三者レビュ 一実施者の職種 実施者数 

公認会計士 8 

環境問題に関する 有識者 5 

環境コンサルタント 3 

環境審査員 3 

その他 ", 1 

③審査実施者の 資質 

④審査の対象 

これらの問題点の 内， ①の問題点は 次ぎのと 

ころにあ る． まず，第三者レビュ 一に関する用 

語が検証，監査，意見表明等 い くつか使用され 

ており，かつその 内容も定まっていないので ， 

これらの用語で 提供される第三者レビュ 一の受 

け取り方も多様となる．また ，会計監査のよう 

な明確なレビュ 一の基準が確立していないため 

に ， レビュ一の手法や 範囲も， レビューを行う 

機関等とレビューを 依頼した企業の 契約によっ 

て異なってくる． 

②については ，第三者レビュ 一にかかるコス 

トとそれによって 向上する環境報告書の 信頼， n 生 

というベネフィットのバランスが 取れないと， 

環境報告書の 作成者であ る企業に負担を 強いる 

ことになり，第三者レビュ 一の取り組みの 普及 

が期待できないというものであ る． 

③の問題点は 次ぎのところにあ る・図表 6 は ， 

先に紹介した 18 社の第三者レビュ 一の審査実施 

者の内訳であ る．特定の資格を 持つ審査実施者 

( 例えば，公認会計士や 環境審査員 等 ) が単独 

で，あ るいは複数で ，さらには，異なる 資格を 

持つ複数の審査実施者 ( 公認会計士と 環境審査 

員 等 ) が，第三者レビューを 実施している 等， 

多様であ る．そこで，同一の 意見書でも異なる 

いずれにせよ ，図表 6 から明らかなように ， 

現在，第三者レビューは ，公認会計士， ISO 環 

境審査員，環境問題に 関する有識者および 環境 

コンサルタント 等が行っている．環境報告書の 

レビュ一に当たっては ， レビュ一の実務，環境 

問題 ( 特に環境パフォーマンス ) に関する知識， 

対象業種の環境対策に 関する十分な 知識等が必 

要とされるが ，上述した専門家は 第三者レビュ 

一の資質を十分兼ね 備えているのか ，また， レ 

ビュ 一の実施者の 責任の範囲はどこまでか ，等 

の問題があ る． 

④は，環境報告書に 関わる現行の 第三者レビ 

ュ一の対象が ，環境報告書の 作成基準 や レビュ 

一の基準が定まっていないこともあ って多様に 

なっていることを 指す． 

以上指摘した 問題点は，第三者レビューが 一 

部の環境報告書に 限られている 状況を踏まえる 

と，早急の解決は 困難であ ろう．今後， さらに 

環境報告書の 公表の増加，これにともなう 第三 

者レビュ一の 増加の中での 知見を積み重ねて ， 

解決が図られなければならない． この意味で， 

公認会計士協会が ， 2000 年 10 月に，環境報告書 

の保証業務の 信頼性確保の 視点から，実務指針 

に関する試案の 公開草案すなわち「環境報告書 

保証業務指針 ( 試案 ) 」 ( 笑 ) を発表した " こ 

とは，歓迎される．環境報告書の 第三者レビュ 
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一に関する議論が 高まることを 期待したり・ 9) 環境庁・環境報告の 促進方策に関する 検討会 
『環境報告の 促進方策に関する 検討会報告書Ⅰ 

ぃ圧 1999 年 11 月， 11-13 頁． 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

環
ト
 
」
 

性
て
 」
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

7
 

5
6
 

4
 

3
 

2
 

1
 

  

  

10) 環境庁・環境報告の 促進方策に関する 検討会， 

前掲報告書， 15-16 頁． 

11) 地球・人間環境フォーラム ，前掲報告書， 52 頁・ 

12) 環境庁・環境報告の 促進方策に関する 検討会， 

前掲報告書， 6-7 頁． ;TheCanadianInstituleof 

Chartered@Accountants,@ Reporting@on@Environmental 

Performance, 1994,pp.56-61. ( カナダ勅許会計士 

協会者，グリーンリポーティンバ・フォーラム 

訳者『環境パフォーマンス 報告』中央経済社， 

1997 年， 82-87 頁． ) 

13) 環境庁企画庁調整 局 環境保全活動推進室監修・ 

( 社 ) 全国環境保全推進連合会編『環境報告書作 

成ガイドライン よくわかる環境報告書の 作り 

方』 1998 年 3 月． 

14) GRI, SustainabiIilyRepo 「 ningGuidelines,p.l0. ( 環 

境監査研究会濫訴，双掲訳書， 10 頁． ) 

15) 日本規格協会編Ⅰ第 8 回 1SO/TC207 ( 環境マ 

ネジメント ) ストックホルム 総会 報告会 テ 

キスト』 2000 年 7 月 12 日， 99-101 頁． 

16) GRI, SuslainabilityReporlingGuidelines,p.l0. ( 環 

境監査研究会濫訴，双掲訳書， 10 頁． ) 

17) 環境庁・環境報告の 促進方策に関する 検討会， 

前掲報告書， 16-17 頁． 

18) 複数の環境関連団体および 市民団体へのアンケ 

ート調査による 意見聴取の結果の 公表． 

19) 公認会計士協会経営研究調査会『「環境報告書保 

証業務指針 ( 試案 ) 」 ( 案 )  経営研究調査会研 

究 報告公開草案第 1 号』 JICPA ジャーナル， 12 

(10),  2000 年 10 月， 27-  35 頁   

( 本稿は平成 11 年度教育改善推進経費に 基づく 

た 企業が見られた． 

8) カナダ化学品生産者協会が 提唱したもので ，「化 

学製品を製造し ，あ るいは取扱う 事業者が，化 

学製品の開発から 製造，使用を 経て廃棄にいた 

るまでの製品の 全ライフサイクルにわたって ， 

環境，安全，健康面の 対策を実施し ，その実績 

を継続的に改善していく ，事業者の自主的活動」 

に関わる基準であ る． ( 河野正男『生態会計論』 

森山書店， 1998 年， 240 頁参照． ) 

研究の報告であ る．本稿の執筆に 当たり，資料 

収集，整理を ，国際社会科学研究科博士課程後 

期学生小川哲彦 君 ，林鐘故君， 金 藤正直者およ 

び博士課程双期学生鷹場美奈子さんならびに 研 

先生の大森明君の 協力を得た．特に ，小川君に 

は図表の作成，原資料と 図表の点検等をしても 

らった．以上，記して 感謝の意を表したい． ) 
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図表 7  環境報告書主要記載事項調査一覧表 

  形式項目 主 項 目 

頁 照会方法 ア 対 
記載内容 

A 
業 界 

番 X 
甘 Ⅱ   

石リ 口 

レ 

ス   あ尭 サ一ビ 何日 ・ 

No   業種 対象企業数 ） 

  

]  全産業   193 掲載企業数 蝸 ㏄ 177  170  10  139  %  折 1 お 155  123  1 姐 121  1% 

割合 (%)  2 は・ :.2  91t7  %.1  5.2  72.0  22.8  14.0  69-9  ㏄． 3  ㏄． 7  74.6  62.7  ㏄． 3 

上 製 コ ミ室 138 
掲載企業数 3139  1 豹 123  9  106  36  22  101  117  89  1 ㏄ 94  112 

割合 ( 冤 @  22.7  93.5  89.1  6.5  76.8  26.1  15.9  73.2  桝 ． 8  ㎝． 5  76.8  ㏄． 1  81 ク 

2  非製造 
掲載企業数 1527  %  47  1  33  8  5  34  %  餌 舖 乙 43 

5 『 D 
割合 (%  @  27.8  87.3  %.5  1.8  ㏄． 0  14.5  9.1  61.8  69.1  61.8  69.1  49.1  78.2 

l  建設 
掲載企業数 271  13  12 6 8 10 9 10 77 12 

13 
割合、 %  @  20.8  1 ㏄． 0  92.3  7.7  %.2  7.7  7.7  61t5  76.9  69.2  76.9  53.8  92.3 

2  食料品 I7 
掲載企業数 舖 2  15  14  2  13  5  2  12  12  7  13  12  15 

割合 (%)  22t5  ㏄． 2  82.4  11.8  76.5  29,4  11.8  70.6  70.6  41.2  76.5  70.6  ㏄・ 2 

3  繊維製品 6 
掲載企業数 1 ㏄ 6  6  0  6 0 4 コ 5 コ 5 5n コ 5 3 

割合 (%  @  17.7  1 ㏄． 0  1 ㏄． 0  0.0  M ㏄． 0  16.7  0.0 66.7  ㏄． 3  83.3  ㏄． 3  ㏄． 3  50.0 

4  パルプ・ 紙 
掲載企業数 81  3  3  0  ・ 2  0  2  1  3  2  3  3  1 

3 
割合 (%)  ㌘． 0  1 ㏄． 0  1 ㏄． 0  0.0 66.7  0.0 66.7  33.3  1 ㏄． 0 66.7  m ㏄． 0  m ㏄． 0  33.3 

5  4 ヒ，学 ; 
掲載企業数 5 ㏄ 26  24  0  21  4  3  22  21  16  21  18  26 

・ /9 2 
ffl ， @ ， (%)@ 20.3@ 89.7@ 82.8@ 0.0@ 72.4@ 13.8@ 10.3@ 75.9@ 72.4@ 55.2@ 72.4@ 62.1@ 89.7 

4 
掲載企業数 73  4  4  0  3  0  0  3  2  2  2  2  4 

6  @ 薬品。 
割合 (%  @  18.3  1 ㏄． 0  1 ㏄． 0  0.0  75.0  0.0  0.0 75.0  ㏄． 0  ㏄． 0  ㏄． 0  ㏄． 0  m ㏄． 0 

7  石油・石炭製品 
掲載企業数 73  3  3 2 0 0 2 2 0 ％ 2 2 

3 
割合 (%)  24.3  1 ㏄． 0  1 ㏄． 0  33.3  ㏄． 7  0 ． 0  0 ． 0  ㏄ 7  ㏄． 7  0 ． 0  %.3  ㏄ 7  ㏄ 7 

掲載企業数 9  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0 
8  ゴム製品   

割合 % 勿 9.0  0.0  0.0  0.0  W ㏄． 0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 

掲載企業数 94  5  5  0  5  2  2  2  4  3  3  4  4 
9  ガラス・土石製品 コ 5 

割合ける )@  18.8  K ㏄． 0  1 ㏄． 0  0.O  m ㏄． 0  %.0  40 ． 0  %.0  ㏄． 0  ㏄． 0  ㏄． 0  ㏄． 0  ㏄． 0 

掲載企業数 132  6  6  0  5     6 6 6 6 3 5 
10  鉄鋼 6 

割合 (%)  22.0  1 ㏄． 0  100.0  0.0  ㏄． 3  16.7  16.7  m ㏄． 0  100.0  100.0  100.0  ㏄． 0  ㏄・ 3 

掲載企業数 79  6  6  0  2  2  0  6  4  4  3  5  4 
11  非鉄金属 ム U 

割合 @)  13.2  1 ㏄． 0  1 ㏄． 0  0 ． 0  33.3  33.3  0 ． 0  1 ㏄・ 0  ㏄・ 7  ㏄・ 7  ㏄・ 0  ㏄・ 3  ㏄ フ 掲載企業数 36  2  2  0 0 0 つ Ⅰ ワト ワリ 2 2 2 
12  金属製品 ワ 2 

割合 (%  @  18.0  1 ㏄． 0  1 ㏄． 0  0.0  50.0  0.0  0.0  100.0  K ㏄． 0  W ㏄・ 0  1 ㏄・ 0  1 ㏄・ 0  1 ㏄・ 0 掲載企業数 187  8  7 6 5n 6 7 4 77 コ 5 5n 
]3  機械 8 

割合 (%)  23.4  1 ㏄． 0  87.5  12.5 75.0  62.5  12.5  75.0  87.5  冊・ 0  87.5  62.5  62.5 

14  電気機器 
掲載企業数 ㏄ 7 27  26  2  23  9  5  23  23  23  23  21  % 

29 2 
tlJ ， i@ ， (%)@ 23.7@ 93.1@ 89.7@ 6.9@ 79.3@ 31.0@ 17.2@ 79.3@ 79.3@ 79.3@ 79.3@ 72.4@ 82.8 
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  項 主 目   

13@ 9@ 9@ 1@ 11@ 0@ 10@ 9@ 3@ 9@ 8@ 11@ 3@ 5@ 7@ 3@ 0@ 10@ 12@ 2@ 2 

1 ㎝． 0  69.2  69.2        84.6                                                                                                              15.4  15.4 

17  10  10  8  14  1  14  11  5  14  13  12  8  3  6  7  1  14  13  7  3 

100.0@ 58.8@ 58.8@ 47.1@ 82.4@ 5.9@ 82.4@ 64.7@ 29.4@ 82.4@ 76.5@ 70.6@ 47.1@ 17.6@ 35.3@ 41.2@ 5.9@ 82.4@ 76.5@ 41.2@ 17.6 6 3 4 1 4 1 6 3 1 2 5 3 1 0 1 2 3 4 6 5 1 

100.0@ 50.0@ 66.7@ 16.7@ 66.7@ 16.7@ 100.0@ 50.0@ 16.7@ 33.3@ 83.3@ 50.0@ 16.7@ 0.0@ 16.7@ 33.3@ 50.0@ 66.7@ 100.0@ 83.3@ 16.7 0 23l 0 3 0 3 1 1 2 3 3 1 1 2 l 0 2 3 2 

100.0@ 33.3@ 66.7@ 0.0@ 100.0@ 0.0@ 100.0@ 33.3@ 33.3@ 66.7@ 100.0@ 100.0@ 33.3@ 33.3@ 66.7@ 33.3@ 0.0@ 66.7@ 100.0@ 66.7@ 0.0 

29  14  17  3  26  3  26  17  8  16  24  22  5  10  12  14  24  20  29  19  0 

100.0@ 48.3@ 58.6@ 10.3@ 89.7@ 10.3@ 89.7@ 58.6@ 27.6@ 55.2@ 82.8@ 75.9@ 17.2@ 34.5@ 41.4@ 48.3@ 82.8@ 69.0@ 100.0@ 65.5@ 0.0 

4 2 2 1 3 1 4 1 1 4 2 1 2 1 3 3 2 3 4 3  0 

100.0@ 50.0@ 50.0@ 25.0@ 75.0@ 25.0@ 100.0@ 25.0@ 25.0@ 100.0@ 50.0@ 25.0@ 50.0@ 25.0@ 75.0@ 75.0@ 50.0@ 75.0@ 100.0@ 75.0@ 0.0 0 223 l 1 2 3 1 2 2 3 3 0 ll Ⅰ 2 2 0 3 3 l 

100.0@ 66.7@ 66.7@ 33.3@ 33.3@ 66.7@ 100.0@ 33.3@ 66.7@ 66.7@ 100.0@ 100.0@ 0.0@ 33.3@ 66.7@ 66.7@ 0.0@ 100.0@ 100.0@ 33.3@ 0.0 

  1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1  0  0 

100.0@ 100.0@ 0.0@ 0.0@ 100.0@ 0.0@ 100.0@ 0.0@ 0.0@ 0.0@ 0.0@ 0.0@ 0.0@ 0.0@ 0.0@ 0.0@ 0.0@ 0.0@ 100.0@ 0.0@ 0.0 

5 3 3 1 5 0 4 4 0 2 4 3 3 0 3 2 2 3 4 3   

1 ㏄． 0  60.0  ㏄． 0  20.0  100.0  0.0  80.0  80.0                                                                                              20.0 

6 3 4 0 6 0 6 4 1 4 5 2 2 0 4 0 4 6 6 6  0 

100.0  50.0  66.7  0.0  100.0  0.0  100.0  66.7  16.7  66.7  83.3  33.3  33.3  0.0  66.7  0.0  66.7  100.0  100.0  100.0  0.0 0 46 4 l 6 0 6 6 0 0 5 3 0 l 2 2 6 5 6 3 

100.0@ 66.7@ 66.7@ 16.7@ 100.0@ 0.0@ 100.0@ 100.0@ 0.0@ 0.0@ 83.3@ 50.0@ 0.0@ 16.7@ 33.3@ 33.3@ 100.0@ 83.3@ 100.0@ 50.0@ 0.0 

2 0 1 2 2 0 1 1 0 1 1 2 2 1 1 0 0 2 2   0 

1 ㏄． 0  0.0  50.0  1 ㏄． 0  1 ㎝． 0  0.0  50.0  50.0  0.0  50.0  冊． 0  1 ㎝． 0  100.0  50.0  50.0  0.0  0.0  100.0  100.0  50.0  0.0 

8 4 7 1 8 0 8 7 3 4 6 5 5 0 3 2 5 6 6 5  0 

100.0  50.0  87.5  12.5  100.0  0.0  100.0  87.5  37.5  50.0  75.0  62.5  62.5  0.0  37.5  25.0  62.5  75.0  75.0  62.5  0.0 

29 23 19 5 29 1 29 21 10 14 29 26 18 11 18 11 22 25 27 17 0 

100.0@ 79.3@ 65.5@ 17.2@ 100.0@ 3.4@ 100.0@ 72.4@ 34.5@ 48.3@ 100.0@ 89.7@ 62.1@ 37.9@ 62.1@ 37.9@ 75.9@ 86.2@ 93.1@ 58.6@ 0.0 
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形式項目 主 項 目 

頁 照会方法 ア 会社概要 対 
記載内容 ン CEO の 資 売 従 王 

象期 @ F ムペ ・ 署 WW 者名 ご 挨拶 
A   

業 界 警 固 

ア 
口口   

番号 X @ 
レ 

ス   ・サービ発行日 

No   業種 対象企業数 @ 
  

15  輸送用機器 
掲載企業数 474  12  12  3  12  6  5  7  12  11  12  9  12 

Ⅰ 3 
割合 (%)  ㏄・ 5  92.3  92.3  %.1  92.3  %.2  %.5  53.8  92.3  組． 6  92.3  69.2  92.3 

16  精密機器 2 
掲載企業数 ㏄ 2  2  0  0  0  0  2     1  0  2 

割合 (%)  18.0  1 ㏄． 0  100.0  0.0  0.0  0.0  0.0  1 ㏄． 0  ㏄． 0  ㏄． 0  ㏄． 0  0.0  1 ㏄・ 0 

17  その他製品 4 
掲載企業数 1 ㏄ 4  3  0  4  1  1  3  4  3  4  3  3 

割合 (%)  あ ． 0  1 ㏄． 0  75.0  0.0  1 ㏄． 0  25.0  25.0  75.0  1 ㏄． 0  75.0  1 ㏄． 0  75.0  75.0 

18  卸売業 6 
掲載企業数 89  5  4  0  6  0  2  3  3  3  3 3 

割合 % 冤 )  14.8  ㏄． 3 66.7  0.0  1 ㏄． 0  0.0  ㌍． 3  ㏄． 0  ㏄． 0  ㏄． 0  ㏄． 0  16.7  ㏄・ 0 

19  小売業 12 
掲載企業数 3 ㏄ 10  11  0  5  3  0  10  7  6  7  5  9 

割合 (%)  あ ． 0  ㏄． 3  91.7        41.7  あ ． 0        ㏄． 3  ⑱． 3  ㏄． 0  %.3  41.7  75.0 

20  証券・商品先物取引業   
掲載企業数 刻 1  1  0  1     0  1         

割合 (%) 20.0  1 ㏄． 0  1 ㏄． 0  0.0  100.0  m ㏄． 0  m ㏄． 0  0.0  1 ㏄． 0  100.0  100.0  1 ㏄． 0  1 ㏄． 0 

21  保険業 
掲載企業数 61  2  2  0  2  0  0  2  2  2  2  2  2 

3 
割合 (%)  穏 ． 3  ㏄． 7  ㏄． 7  0.0  ㏄． 7  0.0  0.0  66.7  ㏄． T  ㏄． 7 66.7  ㏄． 7  ㏄． 7 

22  不動産業   
掲載企業数 22  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0 

@@ Ⅰ     ， (%)@ 22.0@ 0.0@ 0.0@ 0.0@ 0.0@ 0.0@ 0.0@ 100.0@ 0.0@ 0.0@ 0.0@ 0.0@ 0.0 

23  陸運業 2 
掲載企業数 51  2  2  0 0 0 2 2 2 

割合 (%)  25.5 100.0 1 ㏄． 0  0.0                    ㏄． 0 1 ㏄． 0 ㏄． 0 1 ㏄． 0 ㏄． 0 1 ㏄． 0 

掲載企業数 75  2  2  0  0  1  0  1  2  2  2  2  2 
24  室運業 2 

割合 (%)  37.5 1 ㏄． 0 1 ㏄． 0  0.0                    ㏄． 0 1 ㏄． 0 1 ㏄． 0 1 ㏄． 0 1 ㏄． 0 1 ㏄． 0 掲載企業数 ㏄ 0 0 0 0 
25  通信業   

割合 (%  ) 56.0  1 ㏄． 0  1 ㏄． 0  0.0  0.0  1 ㏄． 0  0.0  1 ㏄． 0  M ㏄． 0  1 ㏄ -0  1 ㏄． 0  0.0  1 ㏄． 0 

掲載企業数 5 ㏄ 12  12  0  12  1    7  Ⅰ 0  9  10  8  11 
26  電気・ガス業 13 

割合 (%)  43.7  92.3  92.3  0.0  92.3  7.7  7.7  %.8  76.9  69.2  76.9  61.5  %.6 

掲載企業数 14  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
27  サービス業     

M@ ， (%)@ 14.0@ 0.0@ 0.0@ 0.0@ 0.0@ 0.0@ 0.0@ 0.0@ 0.0@ 0.0@ 0.0@ 0.0@ 0.0 

注 1 製造業・非製造業の 分類は、 原則として日本標準産業分類に 準拠 

注 2  業種の分類は、 証券取引所の 定める新業種分類に 準拠 

注 3  「負数」の列の「掲載企業数」欄は 当該業種全体の 環境報告書の 総真数 を 、 「割合 (%) 」欄は 1 社当り平均真数を 示す " 
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9  11  2  13  0  12  11  8  5  10 

69.2  84.6  15.4  1 ㏄． 0  0.0  92.3  組． 6  61.5  38.5  76.9 

2 2 1 2 0 2 1 1 2 2 
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2 4 4 3 0 
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0 5 4 2 0 
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4 2 0 4 0 4 4 1 4 4 
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( かわの まさお 横浜国立大学経営学部教授 コ 


